
埼玉県ＮＰＯ懇話会運営要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、埼玉県ＮＰＯ懇話会設置要綱（以下「要綱」という。） 

第８条の規定に基づき、埼玉県ＮＰＯ懇話会（以下「懇話会」という。）の運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （会議の公開） 

第２条 要綱第６条第３項の規定に関わらず、要綱第２条第１項第３号及び第

４号に係る審査における選考過程については非公開とする。 

２ 要綱第６条第３項の規定により会議を公開する場合は、傍聴を認める定員

を１０名とし、希望する者に傍聴を認めるものとする。 

３ 懇話会は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われる

よう、 別紙の傍聴要領に基づき、会議開催中における会場の秩序の維持に努

めなければな らない。 

 （会議開催の周知） 

第３条 懇話会は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の

一週間 前までに、県民に周知するものとする。 

  ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。 

 （会議結果の公表） 

第４条 懇話会は、会議終了後、議事録及び当該会議に提出された会議資料を、

非公開部分をのぞき公表するものとする。 

   附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

 

埼玉県ＮＰＯ懇話会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 日本一ＮＰＯ活動がしやすい県づくりを推進し、ＮＰＯ活動の活性化を図

るとともに、ＮＰＯと行政との相互連携のあり方や本県が取り組むべき関連施策

等について幅広く意見を聴くため、埼玉県ＮＰＯ懇話会（以下「懇話会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 懇話会は、次に掲げる事項について所掌する。 

 （１）ＮＰＯ活動の促進方策に関する事項 

（２）ＮＰＯと行政との協働に関する事項 

 （３）ＮＰＯ協働提案推進事業における審査に関する事項 

 （４）ＮＰＯオフィスプラザ整備事業における審査に関する事項 

 （５）その他前各号に関連する事項 

 （組織） 

第３条 懇話会は、委員１０人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、次のうちから総務部長が選任する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）ＮＰＯ活動実践者 

（３）企業関係者 

（４）関係機関の職員 

（５）市町村職員及び県職員 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 （座長及び副座長） 

第５条 懇話会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、懇話会を代表し、会務を総括する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 懇話会は、座長が招集し、その議長となる。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、懇話会に委員以外の者の出席を求めること 

 ができる。 

３ この懇話会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより、公 

正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、出席した委員の

過半数で決し、可否同数のときは座長の決するところにより、非公開とすることが

できる。 



 

 

 

 （事務局） 

第７条 懇話会の事務局は、総務部ＮＰＯ活動推進課に置く。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、別に定 

める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 


